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№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
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の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

市民、事業者、行政がごみの排出についての責任を
果たしている状況は、各年のごみ排出量の削減が
重要となることから、「可燃ごみ排出量」を成果目標
として設定した。また、資源の回収状況を示す指標
として「資源物回収量」も設定した。

「可燃ごみ排出量」「資源物回収量」は、大宮環境整
備組合のデータで把握する。
事業所数は、５年毎に行われる統計調査結果を使
用する。

ごみを減らし、資源を有効に利活
用する
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・議員から、「粗大ごみの戸別回収を実施しては」、「粗大ごみについて、経費削減と需要の観点から回数を減らしては」との提案があっ
た。
・環境審議会の委員から、「ごみの減量化に向けた取り組みを進めるべき」との意見があった。
・蓄電池導入補助を令和6年度から開始したが、補助申請者から、太陽光発電設備への補助も行ってほしいとの声があった。
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・住民は、廃棄物を適正に分別することによって、再生品の使用もしくは再利用に取り組み、家庭系廃棄物の減量に努める。
・住民は、省エネや節電など環境にやさしい生活を心がけ、温室効果ガスの削減を図る。
・住民は、食品ロスについての理解を深め、本来食べられるのに捨てられてしまう食品の削減に努める。
・なか環境市民会議は、市と連携し、市民に対して環境に配慮した生活スタイルの普及啓発活動を行う。

・市は、法に基づき、排出されたごみを速やかに回収し、適正に処理する。
・市は、３Ｒ（発生抑制、再利用、再資源化）を普及啓発し、可燃ごみの排出量削減と分別収集の徹底を図る。
・市は、家庭や事業者に対し那珂市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の周知を図り、再生可能エネルギー導入の普及啓発を図
り、温室効果ガスの排出量削減を促進する。
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環境課

地球にやさしい持続可能な社会への転換を図る

関係課名関連個別計画 第3次環境基本計画（R5～R14）
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 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

人



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（令和2年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

●ごみの減量に関する情報提供や意識啓発などにより、可燃ごみの排出量削減と分別収
集の徹底を図ります。
●大宮地方環境整備組合との連携により、ごみの適正な収集と処理に努め、プラスチック
類を資源物として収集します。
●生ごみの減量のため、家庭における生ごみ処理機の購入を支援します。
●家庭ごみにおける３Ｒ活動を定着させるため、広報紙やホームページ、ＳＮＳなどによる意
識啓発を継続して進めます。
●資源物として回収する対象物の範囲を拡大し、リサイクル率の向上を図ります。

●市民及び事業者に対し脱炭素と節電・省エネルギー化の関係性についての啓発活動を
行い、環境に配慮したライフスタイルへの転換を提案し、温室効果ガスの排出抑制を推進し
ます。
●ゼロカーボンシティ宣言による二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指し、再生可能エネル
ギーの取り組みについて先進事例を参考に効果的な取組を検討します。
●クールビズ、ウォームビズ及びノーマイカーデーを推進するとともに、グリーン購入やグ
リーンカーテンを普及啓発し、無公害車への乗り換えを推奨します。
●家庭や事業者における再生可能エネルギー導入の普及啓発を行います。また、制度の変
更や技術の進展に応じた再生可能エネルギーの情報提供を図ります。
●なか環境市民会議が策定した環境に配慮した市民の行動計画「なかアジェンダ２１」を、
市民、事業者及び行政が一体となって推進し、カーボンニュートラルの実現を目指します。

地球温暖化対策と脱炭
素社会づくり

主な事務事業

廃棄物の抑制とリサイク
ルの推進

ごみ啓発等推進事業

家庭系可燃ごみ収集事業

環境活動啓発事業

令和 6 年度 施策評価シート

基本事業

〇可燃ごみ排出量
・目標値（Ｒ９）は13,330tとし、中間目標値（R７）は14,020tとする。
　平成２９年度以降毎年増加しており、目標値に達していないが、引き続きごみの分別の徹底やごみ減量に関する啓発活動などを通して、
前期基本計画と同じ13,600tに設定する。中間目標値は、（15,733－13,600）/６≒３５０t/年の削減を目指し、15,733－（３５０×４）
≒14,300ｔに設定する。さらに、現在可燃ごみとして収集しているプラスチックなどの資源物回収を予定しており、それぞれの目標値から
２％が資源物回収量に移動すると見込まれるため、それを加味した目標値に設定する。

〇資源物回収量
・目標値（Ｒ９）は2,270ｔとし、中間目標値（Ｒ７）は2,200ｔとする。
　目標値を達成している年度もあるが、引き続きリサイクル率を高める取り組みを行うため、前期基本計画と同じ2,000ｔに設定する。中
間目標値は、（2,000－1,784）/６≒４０ｔ/年の増を目指し、2,000－（４０×２）≒1,920ｔに設定する。さらに、現在可燃ごみとして収集し
ているプラスチックなどの資源物回収を予定しており、同年度の可燃ごみ排出量の目標値から２％が資源物回収量として移動してくるこ
とが見込まれるため、それを加味した目標値に設定する。

　家庭系可燃ごみ排出量（委託収集分）は、一人１日当たりの排出量
を令和６年度実績で比較したところ、水戸市は507ｇ、ひたちなか市
は537ｇ、常陸大宮市は534ｇ、東海村で471ｇとなっており、本市の
518ｇはひたちなか市と常陸大宮市に比べ16～19ｇ下回っているが、
水戸市、東海村より多いため、ほぼ同水準と見ることができる。
　資源物回収量は、一人１日当たりの回収量を令和６年度実績で比較
すると、水戸市は70ｇ、ひたちなか市は72ｇ、常陸大宮市が102ｇ、
東海村が84ｇとなっており、本市の84ｇは常陸大宮市に比べ18ｇ下
回っているものの、他市村にくらべ同等かやや上回っているため、同
水準と見ることができる。
　以上から、「ほぼ同水準」と判断した。

・可燃ごみの排出量はほぼ横ばいで、可燃ごみの中にリサイクル可能な廃棄物（特に雑紙、プラスチック製容器包装）を排出している。
・本市における資源物回収量は令和2年度以降減少しており、その要因の一つとしてスーパーに資源物を出すケースが増えていることな
どが考えられる。

・可燃ごみとして排出されている紙類（包装紙、空封筒、コピー用紙など）を、資源物として排出する取り組みを推進すること。
・プラスチック製容器包装の分別収集が令和8年４月から開始するにあたり、市民への周知を十分に行うこと。
・ごみの減量を目標に、出来るだけ廃棄物のリサイクル率を上げようとするPR活動を推進すること。
・生ごみ減量化について市民の意識を高めていくため、生ごみ処理機器購入設置補助予算枠の増やキエーロの活用など、家庭でできる
減量方法のPRを進めること。

　令和２年度比、令和６年度の可燃ごみ排出量は、946t減少し、
資源物回収量は、312t減少した。
　令和２年と比べ、資源物回収量が減少しているが、人口減少によ
るごみの総排出量の減少傾向の中で、前年度に比べ２０ｔ増加した
ことを加味し、「どちらかと言えば向上した」と判断した。

基本計画期間における取り組み方針


